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宮崎県告示第　724号
　身体障害者福祉法（昭和24年法律第　283号）第15条第１項の規定
により、身体障害者手帳の交付申請に要する診断書を作成する医師
を次のとおり指定した。
　　平成21年11月９日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

宮崎県告示第　725号
　森林法（昭和26年法律第　249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。
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　目　　　　　次　

頁
　　　告　　　示
○身体障害者福祉法に基づく医師の指定…………（障害福祉課）１

○民有林の保安林の指定予定（５件）……………（自然環境課）１
○ふ化業者の登録…………………………………………（畜産課）２
　　　公　　　告
○建設業法に基づく建設業者の許可の取消し…………（管理課）２

　　平成21年11月９日
宮崎県知事　東国原　英　夫　

１�　民有林の保安林予定森林の所在場所　東臼杵郡椎葉村大字松尾
字野地1192−85（次の図に示す部分に限る。）、1192−９
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。
　　　�　字野地1192−９・1192−85（以上２筆について、次の図に

示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐は択伐による。
　　ウ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　�　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び
に椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第　726号
　森林法（昭和26年法律第　249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。
　　平成21年11月９日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１�　民有林の保安林予定森林の所在場所　東臼杵郡椎葉村大字松尾
字野地1192−19
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　　字野地1192−19（次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。

医師の氏名
従事する医療機関

診療科目 指定年月日
名称 所在地

中　元　和　孝 社団法人八
日会藤元早
鈴病院

都城市 リハビリ
テーショ
ン科

平成21年11
月１日

森　　　洋　斉 宮田眼科病
院

都城市 眼科 平成21年11
月１日

堂　園　貴保子 宮田眼科病
院

都城市 眼科 平成21年11
月１日

吉　田　正　信 杉本病院 延岡市 内科、循
環器科、
リハビリ
テーショ
ン科

平成21年11
月１日

新　甫　武　也 県立日南病
院

日南市 脳神経外
科

平成21年11
月１日

横　田　　　晃 宮崎県済生
会日向病院

門川町 脳神経外
科

平成21年11
月１日
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　�　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び
に椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第　727号
　森林法（昭和26年法律第　249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。
　　平成21年11月９日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１�　民有林の保安林予定森林の所在場所　東臼杵郡諸塚村大字家代
字恵奈幾薮5728−14、5742−３、字内ノ口5748−１、5749−１
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　�　字恵奈幾薮5728−14・5742−３・字内ノ口5748−１・5749

−１（以上４筆について、次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　�　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び
に諸塚村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第　728号
　森林法（昭和26年法律第　249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。
　　平成21年11月９日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１�　民有林の保安林予定森林の所在場所　東臼杵郡諸塚村大字七ツ
山字川原谷3527−１
２　指定の目的　水源のかん養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　　字川原谷3527−１（次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　�　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び

に諸塚村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第　729号
　森林法（昭和26年法律第　249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする予定である。
　　平成21年11月９日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１�　民有林の保安林予定森林の所在場所　東臼杵郡椎葉村大字松尾
字弓木山15−10、15−22、字無知ナ尾42−１
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　�　字弓木山15−10・字無知ナ尾42−１（以上２筆について、

次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　�　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び
に椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第　730号
　養鶏振興法（昭和35年法律第49号）第７条第１項の規定により、
次の者をふ化業者に登録した。
　　平成21年11月９日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

　建設業法（昭和24年法律第　100号）第29条第１項の規定により、
建設業者許可を次のとおり取り消した。
　　平成21年11月９日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

登　録
番　号

登　　録
年 月 日

登　録　業　者 ふ　化　場

名　　称 住　　所 名　　称 住　　所

宮崎
21−１
号

平成21年
10月30日

宮崎くみ
あいチキ
ンフーズ
株式会社

宮崎市花
ケ島町鴨
の丸　829
−１

宮崎くみ
あいチキ
ンフーズ
株式会社
佐土原孵
化場

宮崎市佐
土原町西
上那珂字
南学原59
79番地

公 告

処分を受けた建設業者 処分の内容 処分の原因と
なった事実 処分をした年月日

許可番号 商号又は名称 代表者の氏名 主たる営業
所の所在地

許可の
区分 取り消した業種
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宮 崎 県 知 事 許 可
（般−18）第　710号

㈲北郷土木 荒武　正文 宮崎県日南
市北郷町北
河内3822

一般 管工事業 平成21年９月
９日付けで廃
業した旨の届

平成21年９月９日
（一部廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−17）第2778号

㈲長谷商会 長谷　勝之 宮崎県宮崎
市宮崎駅東
２−７−６

一般 管工事業 平成21年９月
28日　　〃

平成21年９月28日
（全廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−17）第2780号

㈱きみや 木宮　和彦 宮崎県宮崎
市一の宮町
93

一般 建築工事業、ガラス工
事業、内装仕上工事
業、建具工事業

平成21年９月
18日　　〃

平成21年９月18日
（全廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（特−17）第4192号

㈱東洋 森　勇 宮崎県都城
市山之口町
富吉3027−
１

特定 土木工事業、とび・土
工工事業、ほ装工事
業、水道施設工事業

平成21年９月
24日　　〃

平成21年９月24日
（一部廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−18）第4700号

㈲延岡設備 柳田　佳生 宮崎県延岡
市野田町55
54

一般 消防施設工事業 平成21年９月
18日　　〃

平成21年９月18日
（一部廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−18）第5323号

和幸建設㈲ 和田　哲幸 宮崎県都城
市久保原町
８−33

一般 土木工事業、とび・土
工工事業

平成21年９月
10日　　〃

平成21年９月10日
（一部廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−19）第5887号

㈲弥薫工業 押川　眞次 宮崎県宮崎
市和知川原
１−35−２

一般 土木工事業、とび・土
工工事業、石工事業、
鋼構造物工事業、ほ装
工事業、しゅんせつ工
事業、塗装工事業、水
道施設工事業

平成21年９月
７日　　〃

平成21年９月７日
（全廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（特−17）第7000号

㈱池田建設 池田　修 宮崎県都城
市高崎町江
平2371−５

特定 土木工事業、とび・土
工工事業、石工事業、
ほ装工事業、水道施設
工事業

平成21年９月
30日　　〃

平成21年９月30日
（全廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−17）第7000号

㈱池田建設 池田　修 宮崎県都城
市高崎町江
平2371−５

一般 建築工事業、管工事業 平成21年９月
30日　　〃

平成21年９月30日
（全廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−18）第8591号

㈲平成造園土
木

柳田　福弥 宮崎県延岡
市北方町南
久保山子41
22

一般 とび・土工工事業、管
工事業

平成21年９月
11日　　〃

平成21年９月11日
（一部廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−19）第　10710号

㈲前田産業 前田　賢次 宮崎県宮崎
郡清武町大
字加納甲12
82−２

一般 造園工事業 平成21年９月
28日　　〃

平成21年９月28日
（一部廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−16）第　11986号

エンドー㈲ 遠藤　広 宮崎県東諸
県郡国富町
大字深年50
06

一般 建築工事業 平成21年９月
24日　　〃

平成21年９月24日
（一部廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−19）第　12307号

佐藤建設㈱ 佐藤　光輝 宮崎県宮崎
市北川内町
中岡5001

一般 建築工事業 平成21年９月
18日　　〃

平成21年９月18日
（全廃業）
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